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【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】  

 ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド  

 （UBS（Lux）Money Market Fund）  

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】  

 ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

－オーストラリア・ドル

クラスＰ－ａｃｃ受益証券　30億オーストラリア・ドル

（約2,915億円）

－スイス・フラン

クラスＰ－ａｃｃ受益証券　19億スイス・フラン

（約3,252億円）

－ユーロ

クラスＰ－ａｃｃ受益証券　18億ユーロ（約2,879億円）

－英ポンド

クラスＰ－ａｃｃ受益証券　15億英ポンド（約2,810億円）

－米ドル

クラスＰ－ａｃｃ受益証券　20億米ドル（約2,951億円）

クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券　

26億カナダドル（約2,862億円）

をそれぞれ上限とします。
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 （注）円貨換算は、2024年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信

売買相場の仲値（１オーストラリア・ドル＝97.16円、１スイス・フラン

＝171.17円、１ユーロ＝159.97円、１英ポンド＝187.33円、１米ドル＝

147.55円および１カナダドル＝110.06円）によります。

 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。  
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年４月30日に提出した有価証券届出書（2024年７月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正

済。）（以下「原届出書」といいます。）について、2024年８月５日付でファンドの設立地における目論

見書が変更され、管理及び運営に関する事項が変更されましたので、これらに関する記載を訂正するた

め、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

（注）＿＿の部分は訂正箇所を表します。
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第二部　ファンド情報

第２　管理及び運営

＜訂正前＞

１．申込（販売）手続等

（イ）海外における申込（販売）手続等

（中略）

サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日後３営業日以内（以下「決済日」といいます。）に

サブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれます。

（中略）

２．買戻し手続等

（イ）海外における買戻手続等

（中略）

資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその

他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買戻しのため

に提出されたサブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日後３営業日以内（「決済日」）に支払われま

す。

（後略）

 

＜訂正後＞

１．申込（販売）手続等

（イ）海外における申込（販売）手続等

（中略）

サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日後２営業日以内（以下「決済日」といいます。）に

サブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれます。

（中略）

２．買戻し手続等

（イ）海外における買戻手続等

（中略）

資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその

他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買戻しのため

に提出されたサブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日後２営業日以内（「決済日」）に支払われま

す。

（後略）
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